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【令和７年度（第２回）】 

執行官採用選考筆記試験（論文式）問題 

 

 第１問  

   １ Ａの子であるＢは、Ａに無断で、Ａの代理人として、Ａが所有する甲土

地をＣに売り渡し、甲土地について売買を原因とする所有権移転登記がさ

れた。Ｃは、上記売買契約の際、ＢがＡの代理権を有しないことを知らず、

その後に上記売買契約を取り消すこともなかった。その後、Ａが死亡し、

Ａの唯一の相続人であるＢがＡを相続した。 

 この事実関係を前提として、ＢとＣの法律関係について、Ａがその生前

に上記売買契約について追認を拒絶する意思表示をしていた場合とそうで

ない場合とに分けて、論ぜよ。 

   ２ Ｄ（成人）の親であるＥは、Ｄに無断で、Ｄの代理人として、Ｄが所有

する乙土地をＦに売り渡し、乙土地について売買を原因とする所有権移転

登記がされた。Ｆは、上記売買契約の際、ＥがＤの代理権を有しないこと

を知らず、その後に上記売買契約を取り消すこともなかった。その後、Ｅ

は死亡し、唯一の相続人であるＤがＥを相続した。 

 この場合におけるＤとＦの法律関係について、論ぜよ。 

（配点：１５０点） 

 

 第２問 Ⅹは、Ｙに対し、３００万円を貸し付けた（以下「本件消費貸借契約」

という。）ものの、Ｙは弁済期を過ぎてもＸに上記貸付金を弁済しなかっ

た。他方、Ｙは、Ｘとの間で、Ｙが所有する中古自動車を代金１００万円

でＸに売却し（以下「本件売買契約」という。）、Ｘにこの自動車を引き

渡したものの、Ｘは弁済期を過ぎてもＹに上記売買代金を支払わなかった。 

 この事実関係を前提として、以下の各問に答えよ（各問は独立した問い
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とする。）。 

   １ Ｘが、Ｙを被告として、本件消費貸借契約に基づき、貸付金３００万円

の支払を求める訴えをＡ裁判所に提起したところ、この訴えの係属中に、

Ｙが、Ｘを被告として、本件消費貸借契約に基づく貸付金債務の不存在確

認の訴えをＢ裁判所に提起した。 

 同訴えを担当するＢ裁判所の裁判官は、どのような判決をすべきである

かを説明せよ。 

   ２ Ｘは、Ｙを被告として、本件消費貸借契約に基づき、貸付金３００万円

の一部であることを明示して、２００万円の支払を求める訴えをＡ裁判所

に提起した。Ｙは、Ｘを被告として、本件売買契約に基づき、代金１００

万円の支払を求める訴えをＢ裁判所に提起したところ、Ｘは、この訴えに

おいて、本件消費貸借契約に基づく貸金返還請求権のうち１００万円の債

権を自働債権として、本件売買契約に基づく売買代金請求権と相殺すると

の主張をした。 

 この相殺の主張が許されるかについて、民事訴訟法１４２条の趣旨に触

れながら説明せよ。 

（配点：７５点） 

 

 第３問 不動産の強制競売手続の停止又は執行処分の取消しを求めるために提出

すべき文書について、文書の種類ごとに具体例を挙げて、強制執行を妨げ

ることができる理由、強制競売における提出による効果の差にも触れつつ、

民事執行法の条文を摘示しながら説明せよ。 

（配点：７５点） 


